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納付書で納付の
対象者

年金天引きの
対象者

月

－仮徴収保険料（１５日）４月

－－５月

－仮徴収保険料（１３日）６月

第１期（７月３１日）－７月

第２期（９月１日）仮徴収保険料（１５日）８月

第３期（９月３０日）－９月

第４期（１０月３１日）確定後の保険料（１５日）１０月

第５期（１２月１日）－１１月

第６期（１月５日）確定後の保険料（１５日）１２月

第７期（２月２日）－１月

第８期（３月２日）確定後の保険料（１３日）２月

第９期（３月３１日）－３月

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
お
知
ら
せ

４
月
か
ら
、
　

歳
以
上
の
人
（
一
定
の
障
害
が
あ
る
　
歳

７５

６５

以
上
の
人
を
含
む
）
を
対
象
と
し
た
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
（
長
寿
医
療
制
度
）
が
始
ま
り
ま
し
た
。

平
成
　
年
度
の
保
険
料
の
納
付
方
法
と
納
付
時
期
に
つ
い

２０

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
保
険
料
は
、
原
則
と
し
て
年
金

か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
受
給
し
て
い
る
年
金

の
額
な
ど
に
よ
っ
て
納
付
書
で
納

め
る
（
普
通
徴
収
）
人
と
、
年
金

か
ら
天
引
き
さ
れ
る（
特
別
徴
収
）

人
に
分
か
れ
ま
す
。

　
市
で
は
、
原
則
と
し
て
、
平
成

　
年
　
月
末
現
在
、　

歳
以
上
の

１９

１０

７５

国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
、
年
額

　
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
し
て

１８い
る
人
を
年
金
天
引
き
の
対
象
と

し
て
い
ま
す
。

　
が
送
付
さ
れ
ま
す
が
、
納
付
は

　
　
月
か
ら
で
す
。

１０
　
《
注
意
》
　
７
月
お
よ
び
　
月
か

１０

　
ら
納
付
書
で
納
付
開
始
の
人
で

　
も
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
人

　
は
、　

月
か
ら
年
金
天
引
き
の

１０

　
対
象
者
と
な
る
予
定
で
す
。

　
▼
年
額
　
万
円
以
上
の
年
金
を

１８

　
受
給
し
て
い
る
人
で
、
介
護
保

　
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

　
料
の
合
計
額
が
、
年
金
受
給
額

　
の
２
分
の
１
以
下
の
場
合
。

　
※
該
当
す
る
人
に
は
、
７
月
中

　
旬
に
送
付
す
る
納
入
通
知
書
で

　
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

纂
そ
の
他

　
▼
４
月
以
降
、　

歳
に
な
る
人

７５

　
は
、
誕
生
月
の
翌
月
か
ら
納
付

　
開
始
。
た
だ
し
、
保
険
料
が
確

　
定
す
る
前
の
４
月
か
ら
６
月
生

　
ま
れ
の
人
に
つ
い
て
は
、
保
険

　
料
確
定
後
の
７
月
か
ら
の
納
付

　
開
始
と
な
り
ま
す
。

　
※
誕
生
月
の
翌
月
に
、
保
険
料

　
納
入
通
知
書
と
納
付
書
を
送
付

　
し
ま
す
。
今
年
度
の
保
険
料
対

　
象
期
間
は
、
誕
生
日
の
属
す
る

　
月
か
ら
平
成
　
年
３
月
ま
で
と

２１

　
な
り
ま
す
。
３
月
ま
で
の
残
り

　
の
納
期
で
１
期
当
た
り
の
保
険


年
金
か
ら
天
引
き


納
付
書
で
納
め
る

纂
７
月
か
ら
納
付
開
始
の
人

　
▼
平
成
　
年
　
月
末
現
在
、　

１９

１０

７５

　
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
加
入

　
者
で
、
受
給
し
て
い
る
年
金
額

　
が
年
額
　
万
円
未
満
の
人

１８

　
▼
被
用
者
保
険
（
社
会
保
険
な

　
ど
）
の
本
人
だ
っ
た
人

　
▼
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者

　
医
療
保
険
料
の
合
計
額
が
、
年

　
間
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
を

　
超
え
る
人

纂
　
月
か
ら
納
付
開
始
の
人

１０
　
▼
被
用
者
保
険
（
社
会
保
険
な

　
ど
）
の
扶
養
だ
っ
た
人

　
※
激
変
緩
和
措
置
【
表
１
】
が

　
取
ら
れ
て
い
る
た
め
、
　

月
か

１０

　
ら
の
納
付
と
な
り
ま
す
。
７
月

　
中
旬
に
納
入
通
知
書
と
納
付
書

備考
減額後の保険料（年額）

減額などの措置期間
均等割額所得割額

全額凍結０円０円平成２０年４月～９月

５％賦課1,900円０円平成２０年１０月～２１年３月

半額賦課19,300円０円平成２１年４月～２２年３月

【表１】保険料負担の激変緩和措置

【保険料の納期と納期限】

◆年金天引きの対象者＝４・６・８月の保険料額

は、平成１９年所得確定前のため、仮徴収額となっ

ています。所得確定後、７月中旬に年間保険料納

入通知書を送付します。１０・１２・２月の保険料額

は、年間保険料額から３回分の仮徴収保険料額を

差し引いて、残額を３回で割った額となります。

◆納付書で納付の対象者には、７月中旬に年間保

険料納入通知書と納付書を送付します。

　
料
額
が
算
定
さ
れ
ま
す
。

　
▼
　
～
　
歳
の
人
で
身
体
な
ど

６５

７４

　
に
障
害
が
あ
り
、
後
期
高
齢
者

　
医
療
制
度
の
障
害
認
定
を
受
け

　
た
人
に
つ
い
て
は
、
申
請
日
の

　
属
す
る
月
か
ら
保
険
料
が
算
定

　
さ
れ
ま
す
。
納
入
通
知
書
と
納

　
付
書
は
、
認
定
後
に
随
時
送
付

　
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問

　
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
▼
口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
は
、

　
市
内
金
融
機
関
で
の
手
続
き
が

　
必
要
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
総
務
部
税
務
課

　
国
民
健
康
保
険
税
係

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
２
１
６
３

２２

保
険
料
の
納
め
方

年
金
天
引
き
の
対
象
者

納
付
書
で
納
付
の
対
象
者

　
平
成
　
年
　
月
か
ら
　
年
４
月

１９

１１

２０

１
日
ま
で
に
　
歳
に
な
っ
た
人
は
、

７５

納
付
書
で
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

　
４
月
１
日
現
在
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
対
象
者
で
、
保
険
料
を

納
付
書
で
納
付
す
る
人
に
は
、
４

月
下
旬
に
納
期
な
ど
を
記
載
し
た

通
知
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

3 May.2008

本
人
確
認
が
必
要
な

手
続
き

カウンセラーによる
教育相談を行っています

　市教育研究所では、不登校・いじめなどの子どもにか

かわる悩みを抱えている人のために、専門のカウンセ

ラーを配置して教育相談を行っています。

　電話での相談もできますので、一人で悩まずにご相談

ください。

【相談日時】

相談時間相　談　日

９：５０

１０：５０

１１：５０

１３：５０

１４：５０

１５：５０

～

～

～

～

～

～

9：00

10：00

11：00

13：00

14：00

15：00

①

②

③

④

⑤

⑥

２６日（月）５月

３日（火）

６月
１０日（火）

１７日（火）

２４日（火）

１日（火）

７月 ８日（火）

１５日（火）

「精神保健入門講座」
受講者募集

　市では、こころの健康づくりを応援するために、精神

保健入門講座を開催します。こころの病気、障害に対す

る理解を深めて、こころ豊かに暮らしていきましょう。

　どなたでも受講できます。気軽にご参加ください。

【プログラム】　４回シリーズ

　今回は、最近増えているといわれる身近な病気である

「うつ病」をテーマにした研修です。

【場所】　市役所登米庁舎　２階会議室

【時間】　午前１０時～１１時４５分

【募集人員】　２０人（先着順）

【申込方法】　電話

【申込期限】　６月４日（水）

【申し込み・問い合わせ】

　市民生活部健康推進課　地域保健係

　緯 0220（58）2116

内　　　容開催日回

・開講式
・講話「こころの病気を知ろう」
　講師＝国見台病院　小田康彦先生

６月１９日
（木）

１

・話し合い、ストレスチェック
　「自分の気持ちを見つめてみよう」
・いろいろな精神保健福祉サービスの紹介

７月２日
（水）

２

・講話「気持ちを大切に伝えよう」
　講師＝家族相談士　加藤美香先生

７月１６日
（水）

３

・話し合い「こころの健康のために　こんなふう
　に暮らしていこう」
・閉講式（３回以上参加した人に受講証を交付）

７月２９日
（火）

４

戸
籍
の
届
出
、

証
明
書
な
ど
の
交
付
請
求
に
は

本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す

　
戸
籍
の
届
出
を
す
る
と
き
や
証

明
書
を
取
得
す
る
と
き
に
、
写
真

付
き
の
確
認
書
類
に
よ
る
「
本
人

確
認
」
を
行
う
こ
と
が
法
律
で
定

め
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
第
三
者
が
本
人
に
な

り
す
ま
し
て
戸
籍
の
虚
偽
の
届
出

を
し
た
り
、
住
民
票
や
そ
の
他
証

明
書
を
不
正
に
取
得
し
た
り
す
る

こ
と
を
防
止
す
る
な
ど
、
市
民
皆

さ
ん
の
個
人
情
報
保
護
の
た
め
に

行
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　
戸
籍
届
、
住
民
異
動
届
、
戸
籍

謄
抄
本
・
住
民
票
の
写
し
な
ど
の

請
求
の
際
に
は
本
人
確
認
を
行
い

ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
本
人
確
認

書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
ど
の
行
政
証
明
書
の
交
付
請

　
求

　
①
婚
姻
届
、
離
婚
届
、
養
子
縁

　
組
届
、
養
子
離
縁
届
、
認
知
届

　
②
転
入
届
、
転
出
届
、
転
居
届
、

　
世
帯
変
更
届

　
③
戸
籍
謄
抄
本
、
住
民
票
の
写

　
し
、
外
国
人
登
録
原
票
記
載
事

　
項
証
明
書
、
各
種
税
証
明
、
臨

　
時
運
行
許
可
証
、
身
分
証
明
書

　
①
官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真

　
付
き
の
本
人
確
認
書
類
が
あ
る

　
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
１
種

　
類
を
提
示

　
▼
運
転
免
許
証

　
▼
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

　
▼
パ
ス
ポ
ー
ト
　
な
ど

　
②
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書

　
類
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
は
、

　
次
の
う
ち
２
種
類
を
提
示

　
▼
健
康
保
険
者
証

　
▼
年
金
手
帳

　
▼
国
民
年
金
証
書

　
▼
介
護
保
険
者
証
　
な
ど

　
③
職
員
に
よ
る
聞
き
取
り
な
ど

　
に
よ
り
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く

　
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
▼
市
民
生
活
部
市
民
生
活
課

　
戸
籍
係

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
２
１
１
８

５８

　
▼
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
市
民
福
祉
係

本
人
確
認
の
方
法

【場所】　市視聴覚センター　２階教育相談室

【相談方法】　面接、電話

　※いずれの場合でも予約が必要です。

【予約時間】　月曜から金曜日まで（祝日を除く）の午前

　８時３０分から午後３時まで

【相談専用電話】　緯 0220（22）8125

【予約先・問い合わせ】

　市教育研究所

　緯 0220（22）8029

※８月以降については、後日お知らせします。




